
（第17962号）東 京 都 公 報令和5年12月12日（火曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更

認
可
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
防
災
都
市
づ
く
り
課
）…
�

○
貸
金
業
法
に
よ
る
行
政
処
分
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
金
融
部
貸
金
業
対
策
課
）…
�

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
四
十
六
号

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
西
新
宿
五
丁
目
北
地
区
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
定
款
及

び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
組
合
の
名
称

西
新
宿
五
丁
目
北
地
区
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区

新
宿
区
西
新
宿
五
丁
目
及
び
西
新
宿
六
丁
目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
二
十
五
番
八
号

平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日

五

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
四
十
七
号

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分

に
つ
い
て
、
法
第
二
十
四
条
の
六
の
八
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号
又
は
名

称

株
式
会
社
オ
ー
ジ
ェ
イ

㈡

氏
名
（
法
人

の
場
合
は
代

表
者
氏
名
）

小
田
桐

徹

㈢

主
た
る
営
業

所
の
所
在
地

中
野
区
中
央
一
丁
目
三
十
二
番
五
号

青
光

堂
ビ
ル
三
階

㈣

登
録
番
号

東
京
都
知
事
⑷
第
三
一
五
四
九
号

㈤

登
録
年
月
日

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

二

処
分
年
月
日

令
和
五
年
十
一
月
二
十
一
日

三

処
分
の
内
容

業
務
の
全
部
（
弁
済
の
受
領
に
関
す
る
業
務

及
び
訴
訟
又
は
調
停
に
応
ず
る
業
務
並
び
に

東
京
都
知
事
が
個
別
に
承
認
し
た
行
為
を
除

く
。
）
を
停
止
す
る
。

四

業
務
停
止
期
間

令
和
五
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
十
二

月
二
十
六
日
ま
で
（
三
十
日
間
）

五

適
用
条
文

法
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
一
項
第
二
号

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

東
久
留
米
市
前
沢
一
丁
目
千
六
番

一
、
同
番
三
、
千
七
番
一
及
び
同

番
九

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

築
地

重
彦

清
瀬
市
上
清
戸
二
丁
目
八
十
四
番

五

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

築
地

重
彦

清
瀬
市
野
塩
四
丁
目
五
十
九
番
三

十
五
及
び
六
十
一
番
一

清
瀬
市
野
塩
一
丁
目
百
四
十
八

番
地

水
村

俊
二
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